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(57)【要約】
　本発明の目的は、医用撮像システムの動作コストを低
減することによって、又は画質を改善することによって
、改善される方法で医療撮像システムを使用するのを助
けることができるシステムを提供することである。この
目的は、撮像プロトコルに従って医用撮像データを取得
するように構成される複数の医用撮像システムを含む医
用撮像システム管理装置によって達成される。 医用撮
像システム管理装置はまた、データリンクを介して複数
の医用撮像システムに接続される中央ユニットを備える
。中央ユニットは、撮像プロトコルを含むデータベース
を備え、前記撮像プロトコルの適合が、前記複数の医用
撮像システムの位置において、制限されるか、又は不可
能となるように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠隔医療撮像システム管理装置であって、
　撮像プロトコルに従って医用撮像データを取得するように構成される複数の医用撮像シ
ステムと、
-データリンクを介して前記複数の医用撮像システムに接続される中央ユニットと
を有し、前記中央ユニットは撮像プロトコルを有するデータベースを有し、前記中央ユニ
ットは、前記複数の医用撮像システムに撮像プロトコルを分配するように構成され、前記
遠隔医療撮像システム管理装置は、前記撮像プロトコルの適合が、前記複数の医用撮像シ
ステムの前記位置において不可能であるように構成される、遠隔医療撮像システム管理装
置。
【請求項２】
　前記分配される撮像プロトコルは、標準化される撮像プロトコルを使用して標準化され
、前記複数の医療撮像システムに対して同様である、請求項1に記載の遠隔医療撮像シス
テム管理装置。
【請求項３】
　各々の前記複数の医用撮像システムの1つ又は複数の前記位置において現在の患者のた
めの撮像プロトコルの適合を可能にするように構成され、前記遠隔医療撮像システム管理
装置は、将来の患者の使用のための前記適合を保存することを禁止するように構成される
、請求項1又は2に記載の遠隔医療撮像システム管理装置。
【請求項４】
　1つ又は複数の前記医用撮像システムの位置において撮像プロトコルの適合を可能にし
、前記適合される撮像プロトコルを前記撮像プロトコルの新たなバージョンとしてデータ
ベースに保存するように構成される、請求項1又は2に記載の遠隔医療撮像システム管理装
置。
【請求項５】
　前記データベースは、ライセンスの使用が必要とされる撮像プロトコルの選択を有し、
前記遠隔医療撮像システム管理装置は、前記ライセンスが利用可能な前記医用撮像システ
ムへの撮像プロトコルの前記選択のみを分配するように構成される、請求項1乃至４の何
れか一項に記載の遠隔医療撮像システム管理装置
【請求項６】
　前記遠隔医療撮像システム管理装置は、前記ライセンスが第2の医療撮像システムによ
って使用されていない場合、第1の医療撮像システムが前記ライセンスを使用することを
可能にするように構成される、請求項5に記載の遠隔医療撮像システム管理装置。
【請求項７】
　患者の状態に関する情報を有するデータベースをさらに有し、前記遠隔医療撮像システ
ム管理装置は、個々の患者の状態に基づいて、前記個々の患者の撮像プロトコルを自動的
に選択するようにさらに構成される、請求項1乃至６の何れか一項に記載の遠隔医療撮像
システム管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、診断撮像の分野に関し、より具体的には、磁気共鳴撮像の分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　US2003/0181804は、様々なモダリティのための再構成及びポスト再構成処理を実行する
遠隔共同処理センターへのアクセスを共有する複数の診断スキャナを記載している。各診
断スキャナは、データセットをリモートセンタにラインを介して電子的に提出する。再構
成される画像表現は、それらを送信したアドレスに電子的に送信される。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、医用撮像システムの動作コストを低減することによって、又は画質を
改善することによって、改善される方法で医療撮像システムを使用するのを助けることが
できるシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この目的は、請求項1に記載の医用撮像システム管理装置によって達成される。現在、
多くの放射線部門は、独自のバージョンのMRI撮像プロトコルを使用している。これは画
質及び効率に悪影響を与える可能性がある。撮像プロトコルの適合を制限することにより
、画質及び/又は効率が改善され得る。また、標準化のレベルを上げることもできる。
【０００５】
　1つの態様では、本発明は、遠隔医療撮像システム管理装置であって、
【０００６】
　撮像プロトコルに従って医用撮像データを取得するように構成される複数の医用撮像シ
ステムと、
-データリンクを介して前記複数の医用撮像システムに接続される中央ユニットと
を有し、前記中央ユニットは撮像プロトコルを有するデータベースを有し、前記中央ユニ
ットは、前記複数の医用撮像システムに撮像プロトコルを分配するように構成され、前記
遠隔医療撮像システム管理装置は、前記撮像プロトコルの適合が、前記複数の医用撮像シ
ステムの位置において、制限されるか、又は不可能となるように構成される、遠隔医療撮
像システム管理装置に関する。
【０００７】
　本発明の実施形態によれば、分散撮像プロトコルは標準化されており、複数の医用撮像
システムと同様である。これは、特によく訓練される人へのアクセスが制限されている場
合に有利である。標準化される撮像プロトコルを使用することにより、全体的な画質を改
善することができる。さらに、この実施形態は、中央ユニットが医用撮像システムの1つ
又は複数を少なくとも部分的に制御するように構成されている場合に特に有利である。撮
像プロトコルの標準化は、中央ユニットの位置における主技術者が複数の医用撮像システ
ムの動作に同時に関与することを容易にする。
【０００８】
　本発明のさらなる実施形態によれば、遠隔医療撮像システム管理装置は、それぞれの複
数の医療撮像システムの1つ以上の場所で現在の患者に対する撮像プロトコルの適合を可
能にするように構成されているが、遠隔医療撮像システム管理装置は、将来の患者に使用
するために適合を保存することを禁止するように構成されている。この実施形態は、医用
撮像システムのサイトでより高い柔軟性を可能にするため、有利である。これは、完全に
標準化されるプロトコルが特定の患者にとって適切でない状況において有益であり得る。
これの理由は、例えば、患者の大きさ、特定の医療条件、医療アーチファクトなどである
。適合を保存することを禁止することにより、標準化を維持することができ、全体的に改
善される画質をもたらすことができる。
【０００９】
　さらなる実施形態によれば、遠隔医療撮像システム管理装置は、1つ又は複数の医用撮
像システムの位置における撮像プロトコルの適合を可能にし、適合撮像プロトコルを撮像
プロトコルの新たなバージョンとしてデータベースに保存するように構成される。この実
施形態は、特定の場所において、プロトコルが概して又は特定の患者群に対してどのよう
に改善され得るかについてのより良好な洞察を有し得るため、有利である。適合を新たな
バージョンとしてデータベースに保存することを可能にすることによって、他の場所は、
これらの適合されるプロトコル及び潜在的に改善されるプロトコルから利益を受ける可能
性がある。データベース内の新たなバージョンがどのように扱われるかについてはいくつ
かの方法がある。いくつかの例がここに与えられる。第一に、適合が改善ではなく、バー
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ジョンが削除又は無視されることができると決定されることができる。新たなバージョン
が改善とみなされる場合、新たなバージョンはすべての場所の以前のバージョンを置き換
えることができる。また、新たなバージョンは、特定の患者群及び/又は疾患、例えば特
定の大きさの患者又はある医療条件を有する患者に対する改善であり得る。これらの場合
、新たなバージョンは特定の患者群に対して使用できるが、以前のバージョンは他の患者
群に対して引き続き使用できる。この実施形態は、改善を可能にするが同時に、特定の全
体的な画質を保証するのに役立つので、有利である。
【００１０】
　本発明のさらなる実施形態によれば、データベースは、ライセンスの使用が必要とされ
る撮像プロトコルの選択を含み、遠隔医療撮像システム管理装置は、ライセンスが利用可
能な医用撮像システムに撮像プロトコルの選択を分配するようにのみ構成される。この実
施形態は、ライセンス管理を容易に行うことができるので、有利である。また、この実施
形態は、顧客が「トライアンドバイ」を実行したい場合に有用であり得る。顧客は、一定
期間の間、アプリケーションを試用するために一時的なライセンスをダウンロードし、そ
れから購入することを決定することができる。
【００１１】
　本発明のさらなる実施形態によれば、ライセンスはフローティングライセンスであり、
遠隔医療撮像システム管理装置は、ライセンスが第2の医療撮像システムによって使用さ
れていない場合、第1の医療撮像システムがライセンスを使用することを可能にするよう
に構成される。この実施形態は、ライセンスの使用に関する医用撮像システムのユーザに
、より高い柔軟性を提供することができるので、有利である。
【００１２】
　本発明のさらなる実施形態によれば、データベースは患者の状態に関する情報を含み、
遠隔医療撮像システム管理装置はさらに、個々の患者の状態に基づいて個々の患者のため
の撮像プロトコルを自動的に選択するように構成される。データベースは、患者が登録さ
れるたびにHL7/DICOMネットワークを介して嗅ぎ取られるリアルタイム情報であってもよ
い。この実施形態は、以下の利点の1つを有することができる。第一に、特に遠隔医療撮
像システム管理装置が特定の状態に被る患者のために特定の撮像プロトコルの使用を禁止
する場合、患者の安全性を改善することができる。そのような状態は、例えば、金属イン
プラントの存在、特定の薬物の使用又はアレルギーであり得る。第2に、特定の患者のた
めの特定の撮像プロトコルは、これらの患者の画質を改善することができる。
【００１３】
　本発明のこれらの態様及び他の態様は、以下に記載される実施形態を参照して明らかに
なるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態による遠隔医用撮像システム管理装置を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図1は、本発明の実施形態による遠隔医療撮像システム管理装置100を図式的に示す。遠
隔医療撮像システム管理装置は、複数の医療撮像システム104a、104b、104cを含む。図1
において、複数の医用撮像システムはMRIシステムである。複数の医用撮像システムは、
撮像プロトコルに従って医用撮像データを取得するように構成される。遠隔医療撮像シス
テム管理装置は、データリンク103を介して複数の医療撮像システムに接続される中央ユ
ニット102を含む。中央ユニット102は、撮像プロトコルを含むデータベース105を有する
。中央ユニットは、データリンク103を介して複数の医用撮像システムに撮像プロトコル
を分配するように構成される。遠隔医用撮像システム管理装置は、複数の医用撮像システ
ムの位置で撮像プロトコルの適合が制限されるか又は不可能なように構成される。
【００１６】
　適合の制限はいくつかの方法で実施できる。医療撮像システムの1つ又は複数の場所で
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プロトコルの適合が完全に禁止されていることが示唆される可能性がある。また、現在の
患者に対する医用撮像システムの1つ又は複数の場所で1つ又は複数のプロトコルを適合さ
せることが可能であり、それにより、将来の患者に使用するための適合を保存することが
禁止される。また、医用撮像システムの1つ又は複数の場所で1つ又は複数のプロトコルを
適合させること、及び適合されたプロトコルをプロトコルの新たなバージョンとして保存
することが許容され得る。そのような新たなバージョンは、データベース105に保存され
ることができる。中央ユニットのサイトのオペレータは、新たなバージョンのプロトコル
で何が起こるか（例えば、現在のバージョンを置き換えるかどうか、特定の患者群及び/
又は疾患のための新規で専用のプロトコルであるかどうか）を決定する許可を得ることが
できる。
【００１７】
　データベース105は、ライセンスが必要とされる使用のための撮像プロトコルの選択を
含むことができる。このライセンスはフローティングライセンスであり得る。遠隔医療撮
像システム管理装置は、ライセンスが利用可能な医療撮像システムにのみ撮像プロトコル
の選択を分配するように構成されることができる。
【００１８】
　遠隔医療撮像システム管理装置は、患者情報を備えるデータベースを有することもでき
る。このデータベースは、患者の状態に関する情報を有することができる。遠隔医療撮像
システム管理装置は、個々の患者の状態に基づいて個々の患者のための撮像プロトコルを
自動的に選択するように構成されることができる。
【００１９】
　本発明は、図面及び前述の説明において詳細に図示され説明されているが、そのような
図示及び説明は、例示的又は例示的であって限定的ではないと考えられるべきである。本
発明は開示される実施形態に限定されない。

【図１】
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【国際調査報告】
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